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１ 【提出理由】

当社は、平成26年４月１日（予定）をもって純粋持株会社体制へ移行するため、平成25年12月４日、当

社の営む一切の事業（ただし、当社がその株式又は持分を保有する子会社の事業活動に対する支配又は管

理に関する事業及びグループ運営に関する事業を除きます。）を会社分割により当社の100％子会社であ

る日本橋梁分割準備株式会社（本会社分割の効力発生日付で「日本橋梁株式会社」に商号変更予定。以下

「吸収分割承継会社」といいます。）に承継させる旨の取締役会決議を行い、吸収分割承継会社との間で

吸収分割契約を締結いたしましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する

内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。（以下、この会

社分割を「本会社分割」といいます。）

　
２ 【報告内容】

（１）本会社分割の相手会社に関する事項

①商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

（平成25年12月４日現在）

商号 日本橋梁分割準備株式会社

本店の所在地 大阪市西区江戸堀一丁目９番１号

代表者の氏名 代表取締役社長　 坂下　清信

資本金の額 40百万円

純資産の額 40百万円

総資産の額 40百万円

事業の内容 橋梁等の鋼構造物の設計・製作・架設工事
 

②最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

吸収分割承継会社については、平成25年11月26日に設立した会社であり、最初の決算期を迎えてい

ないため、確定した事業年度がありません。

③大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

大株主の名称 日本橋梁株式会社

発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合 100％
 

④当社との資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 吸収分割承継会社は当社の100％子会社であります。

人的関係

当社の代表取締役副社長が吸収分割承継会社の代表取締役社長を兼任しておりま
す。なお、本会社分割後、吸収分割会社と吸収分割承継会社の役員を兼任する者
が生じるほか、当社は、吸収分割承継会社の一部の従業員を吸収分割承継会社か
ら当社に対して出向させる予定であります。

取引関係
吸収分割承継会社は設立後間もないため、当社との取引関係はありません。当社
は、吸収分割承継会社より経営指導業務及び管理業務などを受託する予定であり
ます。

 

　

（２）本会社分割の目的

当社グループを取り巻く経営環境は、復興需要に加え、緊急経済対策による公共投資の増加や、平成

32年東京オリンピック開催決定に伴う発注量増加等により明るい兆しが見えているものの、依然として

不透明な状況が続いております。

　当社グループは、平成23年12月に当社がオリエンタル白石株式会社を完全子会社化するという経営統

合を行いました。統合後は、橋梁上部工（プレストレストコンクリート橋・鋼橋）、橋梁下部工、基礎

工、及び補修・補強工等の幅広い分野を網羅する「橋梁の総合建設会社」としての強みを活かすべく、

入札競争力強化、受注拡大、技術力の向上、研究開発の推進、コスト削減といった事業シナジーの推進

に努めてまいりました。

　このような状況の下、当社グループは、本年２月に３ヵ年の中期経営計画を策定いたしました。現

在、この中期経営計画達成のために邁進しているところですが、現在の体制では、各事業会社の責任及

び権限が不明確であり、数値目標を確実に達成するためには、各事業会社が明確な責任と権限の下、コ

ア事業に注力することが重要であると認識しております。
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上記のことから、当社グループが今後さらに成長するためには、各事業会社に対し明確な責任と権限

を与え、持株会社の強力な統制のもとに機動的かつ柔軟な経営判断を可能にすることが必要であること

から、会社分割の方法により純粋持株会社体制へ移行する方針を決定いたしました。

　当社は、純粋持株会社体制への移行後、引き続き上場会社であり続けるとともに、「橋梁の総合建設

会社グループ」として「業界のリーディングカンパニー」となるべく経営資源の最適配分を行うため、

事業子会社に対するガバナンス監視機能、資金効率向上のためのグループファイナンス機能、事業子会

社間の人材管理機能などを担い、引き続きグループとしての企業価値の最大化を目指してまいります。
　

（３）本会社分割の方法、本会社分割に係る割当ての内容、その他の吸収分割契約の内容

①本会社分割の方法

当社を吸収分割会社とし、当社の完全子会社として新たに設立した日本橋梁分割準備株式会社を吸

収分割承継会社とする吸収分割です。

②本会社分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会決議 平成25年11月26日

分割準備会社の設立 平成25年11月26日

吸収分割契約承認取締役会決議 平成25年12月４日

吸収分割契約の締結日 平成25年12月４日

吸収分割承認臨時株主総会決議 平成26年２月18日（予定）

吸収分割の効力発生日 平成26年４月１日（予定）
 

なお、本会社分割は略式分割であるため、吸収分割承継会社において株主総会決議は行われません。

③本会社分割に係る割当ての内容

本会社分割に際し、吸収分割承継会社は株式の割当て、その他の対価の交付は行いません。

④その他の吸収分割契約の内容

a)本会社分割により増減する資本金

本会社分割による当社の資本金の減少はありません。

b)吸収分割承継会社が承継する権利義務

本会社分割により吸収分割承継会社は、本会社分割の効力発生日において当社が営む一切の事業

（ただし、当社がその株式又は持分を保有する子会社の事業活動に対する支配又は管理に関する事

業及びグループ運営に関する事業を除きます。）に関して有する資産、債務、雇用契約及びその他

の権利義務（契約上の地位を含みます。）を分割契約に定める範囲において承継いたします。

　なお、債務の承継については免責的債務引受けの方法によるものといたします。

C)債務履行の見込み

本会社分割において、当社及び吸収分割承継会社が負担すべき債務については、履行の見込みに

問題がないと判断しております。
　

（４）本会社分割に係る割当ての内容の算定根拠

本会社分割に際し、吸収分割承継会社は株式の割当て、その他の対価の交付は無いため、該当事項は

ありません。
　

（５）本会社分割後の吸収分割承継会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

商号 日本橋梁株式会社

本店の所在地 大阪市西区江戸堀一丁目９番１号

代表者の氏名 代表取締役社長　 坂下　清信

資本金の額 40百万円

純資産の額 未定

総資産の額 未定

事業の内容 橋梁等の鋼構造物の設計・製作・架設工事
 

以　上
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